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本
市
の
顔
と
な
る
魅
力
あ
る
都

心
部
の
都
市
景
観
の
保
全
・
向
上

を
図
る
た
め
、
市
景
観
計
画
の
対

象
範
囲
を
拡
大
し
ま
す
。
ま
た
特

に
重
点
的
に
景
観
に
配
慮
す
べ
き

地
区
を
追
加
し
、
区
域
ご
と
に
良

好
な
景
観
形
成
の
た
め
に
必
要
な

方
針
や
基
準
を
定
め
ま
す
。

※

適
用
は
10
月
１
日
予
定

　

今
回
新
た
に
追
加
さ
れ
る
景
観

計
画
区
域
内
で
建
築
な
ど
を
行
う

場
合
、
着
手
30
日
前
ま
で
に
、
景

観
法
に
基
づ
く
届
け
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
建
築
な
ど
の
際
に
は
、

計
画
に
定
め
ら
れ
た
景
観
形
成
基

準
に
適
合
す
る
よ
う
に
施
工
し
て

く
だ
さ
い
。

【
景
観
計
画
の
対
象
区
域
】
新
規

区
域
＝
中
心
地
区
景
観
計
画
区
域
、

二
番
町
通
り
景
観
形
成
重
点
地
区
、

眺
望
保
全
区
域
▼
名
称
変
更
＝
市

役
所
前
榎
町
通
り
景
観
形
成
重
点

地
区
、
道
後
温
泉
本
館
周
辺
景
観

形
成
重
点
地
区

　

７
月
１
日
か
ら
プ
レ
ミ
ア
ム
付

き
商
品
券
「
①
愛
顔
の
え
ひ
め
商

品
券
」
と
「
②
ま
つ
や
ま
幸
せ
実

感
商
品
券
」
を
発
行
し
ま
す
。

商
品
券
の
内
容
①
は
１
０
０
０
円

券
が
12
枚
つ
づ
り
（
県
内
全
域
６

枚
・
市
内
限
定
６
枚
）
で
、
１
人

３
セ
ッ
ト
ま
で
購
入
で
き
ま
す
▼

②
は
１
０
０
０
円
券
が
12
枚
つ
づ

り（
市
内
限
定
12
枚
）で
、
①
を
３

セ
ッ
ト
購
入
し
た
人
が
１
セ
ッ
ト

購
入
で
き
ま
す
▼
①
②
と
も
に
１

セ
ッ
ト
１
万
円
で
購
入
で
き
ま
す

※

申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

取
扱
店
舗
県
内
の
小
売
業
、
飲
食

業
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
業
の
う
ち
「
取

扱
店
舗
」
の
ス
テ
ッ
カ
ー
の
貼
っ

て
あ
る
店
舗

※

取
扱
店
舗
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

登
録
希
望
者
は
、
５
月
12
日
㈫
ま

で
に
、
商
品
券
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

購
入
方
法
５
月
25
日
㈪
〜
６
月
10

日
㈬
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
プ
レ
ミ

ア
ム
付
き
商
品
券
松
山
市
内
販
売

分
サ
イ
トhttp://www.jemcci-gift.jp

へ

※

往
復
は
が
き
で
の
申
し
込
み
も

で
き
ま
す
。
詳
細
は
商
品
券
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車

税
は
４
月
１
日
現
在
で
登

録
さ
れ
て
い
る
自
動
車
・

原
動
機
付
自
転
車
な
ど
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

　

下
表
の
対
象
者
は
減
免

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
期
限
ま
で
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

■
新
た
に
減
免
の
対
象
と
な

る
人
へ

　

４
月
１
日
以
降
に
新
た

に
下
記
減
免
要
件
に
該
当

す
る
場
合
は
随
時
減
免
申

請
が
で
き
、
申
請
し
た
翌

月
か
ら
年
税
額
の
月
割
り

相
当
額
が
減
免
に
な
り
ま

す
。（
軽
自
動
車
税
は
除
く
）

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
商
品
券

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０

・
０
２
８
・
０
８
１
へ

お問い合わせは、都市デザイン課☎948-6848・　934-1807へ

　お問い合わせは、自動車税＝県中予地方局課税課☎
909-8754・　915-0671、軽自動車税＝市民税課☎948-
6302・　934-1802、身体に障がいのある人および知的
障がいのある人の生計同一証明書の発行に関すること＝
障がい福祉課☎948-6433・　932-7553、精神障がいの
ある人の生計同一証明書の発行に関すること＝保健予防
課☎911-1816・　923-6062 へ

え　

が
お

着
手
30
日
前
ま
で
に
届
け
出
を

納
付
期
限
は

６
月
１
日
㈪

減
免
申
請
は

５
月
25
日
㈪
ま
で

自動車税・軽自動車税の納付・減免申請はお忘れなく！自動車税・軽自動車税の納付・減免申請はお忘れなく！

プレミアム付き商品券
　７月１日から２種類発行

取扱店舗ステッカー

適用は
１０/１予定

市景観計画の区域を
　　中心部で拡大します
市景観計画の区域を
　　中心部で拡大します

減免の申請方法（障がい者１人につき１台のみ）
種　　別 必　要　書　類
納税義
務者 運転者 ABC共通 ABC共通以外

A 本人 本人

軽自動車税減免
申請書、納税通
知書（実物）、車
検証（写し）、運
転免許証（表裏
写し）、各手帳
（原本および全
頁写し）

Ａ 前年度と番号標や車両に変更がなければ、
申請不要

B 本人 家族 同一であるもの）または身体障害者・療
育手帳所有者は障がい福祉課発行の生計
同一証明書（地区民生委員押印の証明願
でも可）・精神障害者保健福祉手帳所有者
は保健予防課発行の生計同一証明書

は必要あ明証、合場の院通は税車動自軽※
りません

C 家族 家族

※Ｃの身体障がい者は18歳未満のみ対象

構造によるもの 軽自動車税減免
申請書、納税通
知書（実物）、車
検証（写し）

※車検証の型式認定番号および類別区分番号が
空白であり、車椅子固定装置がついている車両
は必要
※車検証に形状が「車いす移動車、身体傷害者輸
送車」などの福祉車両である旨の記載がある車
両は不要

公益のため専用
するもの もの）

身
体
障
害
者
・
療
育
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
所
有
者

Ｂ
・
Ｃ
は
、
生
計
同
一
証
明

自動車税・軽自動車税の減免の対象となる人
精神障害
者保健福
祉手帳

療育
手帳 身体障害者手帳（複数の障がいがあるときは個別の障害等級）

害
障
神
精

害
障
的
知

害
障
能
機
臓
肝

ス
ル
イ
ウ
全
不
疫
免
ト
ヒ

害
障
能
機
疫
免
る
よ
に

ん
じ

害
障
能
機
臓
心

器
吸
呼

害
障
能
機
臓

・
う
こ
う
ぼ

害
障
能
機

腸
小

害
障
能
機
腸
直

害
障
能
機 肢体不自由

害
障
能
機
声
音

害
障
能
機
衡
平

害
障
覚
聴

害
障
覚
視

以
期
児
幼
乳

行
進
非
の
前

変
病
脳
の
性

動
運
る
よ
に

害
障
能
機

体

幹

下

肢

上

肢

級
１

」
Ａ
「
度
重

級
３

級
３
・
２

５
び
よ
お級

こ
（
級
３

出
摘
頭
う

）
み
の

帳
手
者
病
傷
戦

）
度
程
の
病
傷
（

、

、
、
、

障
が
い
の
区
分上　

肢

機　

能

移　

動

機　

能
生
計
同
一
者
ま
た
は
常
時

介
護
者
が
運
転
す
る
場
合

本
人
が
運
転

す
る
場
合

特
別
項
症
〜

第
４
項
症

特
別
項
症
〜

第
３
項
症

特
別
項
症
〜

第
３
項
症

〈
特
別
項
症
〜

第
２
項
症
こ
う

頭
摘
出
に
よ
る

音
声
機
能
障
害

が
あ
る
場
合
に

限
る
〉

特
別
項
症
〜

第
３
項
症
〈
特

別
項
症
〜
６
項

症
〉〈
第
１
〜

３
款
症
〉

特
別
項
症
〜

第
４
項
症
〈
特

別
項
症
〜
６
項

症
〉〈
第
１
〜

３
款
症
〉

〈　

〉
内
に
当

て
は
ま
る
人
は
、

本
人
の
運
転
に

限
り
ま
す

健康保険証（写し、保険証の記号番号が

通園・通学などの証明書（写しでも可）

「構造」と「ナンバー標識」が確認可能な写真

理由書（使用目的、法人名、標識番号など）
公益利用の分かる運行日誌の写し（直近の

級
４

１
〜

※普通自動車税（県税）減免の詳細は県中予地方局☎909－8754にお問い合わせください
１
〜
６
級

１
〜
３
級

１
・
３
級

１
・
２
級

１
〜
３
級

１
〜
６
級

１
〜
３
級

１
〜
３
級

１
〜
３
級

１
・
２
級

松山城

石手川

道後温泉

道後公園

県庁

松山市駅

市役所

道後温泉本館周辺
景観形成重点地区

市役所前榎町通り
景観形成重点地区

二番町通り
景観形成
重点地区

眺望点・永木橋

眺望保全区域

中心地区
景観計画区域

http://www.jemcci-gift.jp

